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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体・オン・ダイヤモンド複合基板を製造する方法であって、当該方法は、
　（ｉ）化合物半導体が上に配置されたネイティブ炭化ケイ素基板を有するネイティブ半
導体ウエハから出発するステップと、
　（ｉｉ）前記化合物半導体に炭化ケイ素キャリア基板を接合するステップと、
　（ｉｉｉ）前記ネイティブ炭化ケイ素基板を除去するステップと、
　（ｉｖ）前記化合物半導体の上に核生成層を形成するステップと、
　（ｖ）前記核生成層上に多結晶化学気相成長（ＣＶＤ）ダイヤモンドを成長させて、複
合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハを形成するステップと、
　（ｖｉ）前記炭化ケイ素キャリア基板を除去して、前記核生成層を介して前記多結晶Ｃ
ＶＤダイヤモンドに接合された前記化合物半導体を有する層状構造を達成するステップと
　を有し、
　ステップ（ｉｉ）において、前記炭化ケイ素キャリア基板は、前記炭化ケイ素キャリア
基板の厚さよりも短いコヒーレンス長のレーザ光を吸収するレーザ吸収材料を介して、前
記化合物半導体に接合され、
　ステップ（ｖｉ）において、前記炭化ケイ素キャリア基板は、
　　複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハを少なくとも１００℃の温度ま
で加熱し、
　　前記炭化ケイ素キャリア基板の厚さよりも短いコヒーレンス長を持つレーザ光を、前
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記炭化ケイ素キャリア基板を通じて導き、該レーザ光が前記レーザ吸収材料によって吸収
され、そして
　　前記レーザ光への曝露後に前記複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハ
を冷却して、前記化合物半導体からの前記炭化ケイ素キャリア基板の分離を生じさせる、
　ことによって、前記化合物半導体から除去される、
　方法。
【請求項２】
　前記炭化ケイ素キャリア基板と前記化合物半導体との間に設けられる前記レーザ吸収材
料はセラミック材料である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記炭化ケイ素キャリア基板と前記化合物半導体との間に設けられる前記レーザ吸収材
料は多結晶シリコン又は非晶質シリコンである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記レーザ吸収材料は、前記炭化ケイ素キャリア基板を前記化合物半導体に接合するの
に先立って、前記炭化ケイ素キャリア基板上にコーティングされる、請求項１乃至３の何
れかに記載の方法。
【請求項５】
　前記炭化ケイ素キャリア基板は、１００マイクロメートルから２０００マイクロメート
ルの範囲内の厚さを有する、請求項１乃至４の何れかに記載の方法。
【請求項６】
　前記炭化ケイ素キャリア基板は、少なくとも５０ｍｍの直径を有する、請求項１乃至５
の何れかに記載の方法。
【請求項７】
　前記ネイティブ炭化ケイ素基板は、
　　前記ネイティブ炭化ケイ素基板の大部分を機械的にラッピング又はポリッシングする
ことと、
　　前記ネイティブ炭化ケイ素基板の残部をドライエッチングすることと、
　を有する二段階プロセスを用いて除去される、請求項１乃至６の何れかに記載の方法。
【請求項８】
　前記核生成層は、ナノ結晶ダイヤモンド、炭化ケイ素、シリコン、窒化ケイ素、二酸化
ケイ素、窒化アルミニウム、酸化マグネシウム、窒化ホウ素、又は酸化ベリリウムのうち
の１つ以上を有する、請求項１乃至７の何れかに記載の方法。
【請求項９】
　前記多結晶ＣＶＤダイヤモンドは、少なくとも５０マイクロメートルの厚さまで成長さ
れる、請求項１乃至８の何れかに記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ（ｖｉ）において、前記複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハ
は、１００℃から５５０℃の範囲内の温度まで加熱される、請求項１乃至９の何れかに記
載の方法。
【請求項１１】
　前記レーザ光の前記コヒーレンス長は、１０マイクロメートルから４００マイクロメー
トルの範囲内である、請求項１乃至１０の何れかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記レーザ光は、４００ｎｍから１２００ｎｍの範囲内の波長を有する、請求項１乃至
１１の何れかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記レーザ光は、１フェムト秒から１０００フェムト秒の範囲内のパルス幅を有する、
請求項１乃至１２の何れかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記レーザ吸収材料によって吸収されるように前記レーザ光を前記炭化ケイ素キャリア
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基板を通じて導くステップは、冷却に先立って前記レーザ吸収材料の層全体がレーザ光に
曝されるまで前記炭化ケイ素キャリア基板の上でレーザビームを移動させることを有する
、請求項１乃至１３の何れかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記化合物半導体は、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、
及び窒化インジウムアルミニウムガリウムのうちの１つ以上を有する、請求項１乃至１４
の何れかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイヤモンド－半導体複合基板を製造する方法に関する。特定の実施形態は
、窒化ガリウム（ＧａＮ）・オン・炭化ケイ素（ＳｉＣ）基板から出発してＧａＮ・オン
・ダイヤモンド基板を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代半導体デバイス、そして特に、例えば窒化ガリウムなどの化合物半導体に基づく
ものが、例えば高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）などのハイパワー及び／又は高周
波のデバイス向けに提案されている。例えばＧａＮなどの化合物半導体の十分な恩恵の実
現を可能にすることに対する１つの制限は、熱マネジメントのものである。この目的のた
め、非常に高い熱伝導率を有するものである合成ダイヤモンド熱拡散基板を、例えばＧａ
Ｎ系半導体デバイス構造などの半導体デバイス構造に近接させて一体化することで、より
高い電力密度の使用や、より高いデバイス詰め込み密度を可能にすること及び／又はその
ようなデバイスの寿命を延ばすことが提案されている。
【０００３】
　近年、単結晶シリコン基板上に高品質の単結晶ＧａＮを製造する方法が開発されている
。これらの方法は典型的に、単結晶シリコン基板と単結晶ＧａＮ材料との間の格子不整合
から生じる歪みを緩和するために、その上に単結晶ＧａＮがエピタキシャル成長されるシ
リコン基板の直上に歪み制御層を設けることを含む。このように、現在、シリコン基板上
の高品質の単結晶ＧａＮが商業的に入手可能である。しかしながら、このような基板に伴
う１つの問題は、シリコン材料の熱伝導率が比較的低く、故に、上に位置するＧａＮを、
熱マネジメント問題を生じさせることなく、その完全なる潜在能力まで駆動することがで
きないことである。
【０００４】
　上述のものに加えて、単結晶炭化ケイ素基板上に高品質の単結晶ＧａＮを製造する方法
も開発されている。炭化ケイ素（シリコンカーバイド）はシリコンよりも高い熱伝導率を
有する。やはり、この方法は典型的に、単結晶炭化ケイ素基板と単結晶ＧａＮ材料との間
の格子不整合から生じる歪みを緩和するために、その上に単結晶ＧａＮがエピタキシャル
成長される炭化ケイ素基板の直上に歪み制御層を設けることを含む。このように、現在、
炭化ケイ素基板上の高品質の単結晶ＧａＮが商業的に入手可能であり、特定の用途では、
炭化ケイ素ベースの基板の改善された熱性能に加えて、例えば低い欠陥密度といったＧａ
Ｎの特定の特性に因り、このような基板ウエハが好ましい。１つの欠点は、これらの炭化
ケイ素ベースの基板がシリコンベースの選択肢よりも高価なことである。さらに、炭化ケ
イ素の熱伝導率はシリコンよりも高いものの、依然として、上に位置するＧａＮを、熱マ
ネジメント問題を生じさせることなく、その完全なる潜在能力まで駆動することはできな
い。
【０００５】
　現在利用可能なシリコンソリューション及び炭化ケイ素ソリューションに代わる１つの
考え得るソリューションは、他の熱マネジメント材料よりも遥かに高い熱伝導率を持つ合
成ダイヤモンド基板上に、例えばＧａＮなどの高品質単結晶半導体層を製造する方法を開
発することである。これに関して、通常、薄い単結晶シリコン又は炭化ケイ素層をダイヤ
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モンド基板上に配設し、この薄いシリコン又は炭化ケイ素の層上にＧａＮをエピタキシャ
ル成長させることで、例えばＧａＮなどの半導体をダイヤモンド基板上に成長させること
が可能である。しかしながら、これまで、シリコン又は炭化ケイ素基板上でのＧａＮ成長
と比較して、歪み制御問題に起因して、このような基板上に同じ品質の単結晶ＧａＮ材料
を達成することは可能でなかった。さらに、ダイヤモンド基板上の単結晶シリコン又は炭
化ケイ素の高品質・低欠陥の薄い層は、シリコン半導体成長のための良好なエピタキシャ
ル基板を提供するものであるとともに、上に位置する半導体層と下に位置するダイヤモン
ド熱拡散材料との間の熱障壁抵抗の問題を緩和するために非常に薄いもの（例えば、５０
ｎｍ未満の厚さ）でもあるが、このような層を設けることは困難である。
【０００６】
　以上に照らして、ＧａＮがシリコン又は炭化ケイ素基板上に成長され、次いで、ＧａＮ
が合成ダイヤモンド基板に転写される別のアプローチが提案されている。単結晶半導体は
、通常、露出した上面に製造される半導体デバイスに対して最適化されたエピタキシャル
層状構造（所謂“エピ層”構造）を有するので、殆どの場合において、単にＧａＮエピ層
構造の露出した上面にダイヤモンド層を設けるのではなく、下に位置するシリコン又は炭
化ケイ素基板を合成ダイヤモンド基板で置き換えることが望ましい。すなわち、転写プロ
セスは、ネイティブ（在来）の成長基板の除去と、その代わりの合成ダイヤモンド基板の
配設とを含む。そのようなプロセスでは、２つのファクタが重要であり、すなわち、（ｉ
）転写プロセスがＧａＮエピ層構造を過度に損傷しないこと、及び（ｉｉ）合成ダイヤモ
ンド基板が、活性ＧａＮエピタキシャル構造と合成ダイヤモンド材料との間に低い熱障壁
抵抗を持って、ＧａＮエピ層構造と密に熱接触して一体化されることが重要である。
【０００７】
　特許文献１（ＵＳ７５９５５０７）は、ネイティブシリコン基板から合成ダイヤモンド
ベースの基板へとＧａＮエピ層構造を転写する製造方法を開示している。その方法は、（
ｉ）その上に化合物半導体（例えば、ＧａＮ）が配置されるネイティブ成長基板（例えば
、シリコン）を用意することと、（ｉｉ）化合物半導体層にキャリア基板を接合すること
と、（ｉｉｉ）ネイティブ成長基板を除去することと、（ｉｖ）化合物半導体層上に核生
成層を形成することと、（ｖ）核生成層上に多結晶ＣＶＤダイヤモンドを成長させること
と、次いで、（ｖｉ）キャリア基板を除去することで、核生成層を介して多結晶ＣＶＤダ
イヤモンドに接合された化合物半導体を有する層状構造を達成することとを有する。
【０００８】
　上述の製造方法では、通常、中間キャリア基板に関して選択される材料は、種々の応力
マネジメント問題を導入することを避けるために、ネイティブ成長基板の材料と同じにさ
れる。ネイティブ基板及び中間キャリア基板にシリコンが使用される場合、これらの基板
は、原則として、例えば従来からの機械的研削（グラインディング）技術及び／又は研削
とエッチングとの組み合わせによって除去され得る。しかしながら、これに関して見出さ
れたことには、成長基板に対しては、プロセスのこの段階ではウエハが平坦であるため、
従来からの研削が機能するが、ダイヤモンド成長後の中間キャリア基板の除去がよりいっ
そう問題となる。これは、中間キャリア基板が、ダイヤモンド成長後に反らされて、従来
からの研削によってでは容易に除去され得ないためである。
【０００９】
　特許文献１（ＵＳ７５９５５０７）は、ワイドギャップ半導体の成長に使用される典型
的な基板がサファイア、炭化ケイ素及びシリコンであること、及び、基板が、その除去が
困難であるサファイア又は炭化ケイ素である場合に、その基板は化学的リフトオフ又はレ
ーザリフトオフによって除去され得ることを示している。しかしながら、ダイヤモンド成
長後に炭化ケイ素の中間キャリア基板を除去する試みは問題を有することが判明した。こ
の炭化ケイ素は、湿式又は乾式の何れの化学プロセスによっても、容易にエッチングされ
ることができない。更には、この炭化ケイ素は、ダイヤモンド成長後の炭化ケイ素－半導
体－ダイヤモンド複合ウエハの反りがその厚さを超えるため、ラッピングでも容易に除去
されることができない。より更には、レーザリフトオフ技術を用いて炭化ケイ素キャリア
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基板を除去する試みは、そのような技術が使用される時にダイヤモンド－半導体ウエハが
砕け散ることを引き起こした。
【００１０】
　以上に照らして、本発明の実施形態の１つの目的は、上述の問題を解決し、炭化ケイ素
－半導体ネイティブウエハで出発してダイヤモンド－半導体複合基板を製造するための実
行可能な製造方法を提供することである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第７５９５５０７号明細書
【発明の概要】
【００１２】
　本発明は、半導体・オン・ダイヤモンド複合基板を製造する方法を提供し、当該方法は
、
　（ｉ）化合物半導体が上に配置されたネイティブ炭化ケイ素基板を有するネイティブ半
導体ウエハから出発するステップと、
　（ｉｉ）上記化合物半導体に炭化ケイ素キャリア基板を接合するステップと、
　（ｉｉｉ）上記ネイティブ炭化ケイ素基板を除去するステップと、
　（ｉｖ）上記化合物半導体の上に核生成層を形成するステップと、
　（ｖ）上記核生成層上に多結晶化学気相成長（ＣＶＤ）ダイヤモンドを成長させて、複
合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハを形成するステップと、
　（ｖｉ）上記炭化ケイ素キャリア基板を除去して、上記核生成層を介して上記多結晶Ｃ
ＶＤダイヤモンドに接合された上記化合物半導体を有する層状構造を達成するステップと
　を有し、
　ステップ（ｉｉ）において、上記炭化ケイ素キャリア基板は、上記炭化ケイ素キャリア
基板の厚さよりも短いコヒーレンス長のレーザ光を吸収するレーザ吸収材料を介して、上
記化合物半導体に接合され、
　ステップ（ｖｉ）において、上記炭化ケイ素キャリア基板は、
　　複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハを少なくとも１００℃の温度ま
で加熱し、
　　上記炭化ケイ素キャリア基板の厚さよりも短いコヒーレンス長を持つレーザ光を、上
記炭化ケイ素キャリア基板を通じて導き、該レーザ光が上記レーザ吸収材料によって吸収
され、そして
　　上記レーザ光への曝露後に上記複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハ
を冷却して、上記化合物半導体からの上記炭化ケイ素キャリア基板の分離を生じさせる、
　ことによって、上記化合物半導体から除去される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　本発明のよりよい理解のため、及び本発明がどのように実施され得るかを示すため、こ
こで、添付の図面を参照して例として、本発明の実施形態を説明する。
【図１】図１（ｉ）－（ｖｉ）は、半導体・オン・炭化ケイ素ウエハで出発して半導体・
オン・ダイヤモンドウエハを製造するための製造方法を例示している。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態は、炭化ケイ素－半導体ネイティブウエハで出発してダイヤモンド－
半導体複合基板を製造するための実行可能な手段を提供する。図１（ｉ）に例示する製造
方法の出発点は、化合物半導体１２（例えば、ＧａＮ）が上に配置されたネイティブ炭化
ケイ素成長基板１０を有するネイティブ半導体ウエハである。背景技術セクションで記載
したように、このようなウエハは、商業的に入手可能であり、単結晶化合物半導体が低い
欠陥密度を有して非常に高品質であるように開発されている。
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【００１５】
　図１に例示するステップ（ｉｉ）にて、炭化ケイ素キャリア基板１６が、炭化ケイ素キ
ャリア基板１６よりも長い波長のレーザ光を吸収するレーザ吸収材料１４を介して、化合
物半導体１２に接合される。レーザ吸収材料１４は、この製造プロセス内で後に、炭化ケ
イ素キャリア基板１６を解き放つレーザリフトオフステップにて利用される。その材料は
、炭化ケイ素キャリア基板を通過するレーザ光を吸収するように選択され、セラミック材
料（例えば、ポリシリコン又はアモルファスシリコン）、又はこの接合プロセスを乗り切
ることができるとともに、炭化ケイ素キャリア基板が通す光を強く吸収する他の材料とし
得る。レーザ吸収材料は、炭化ケイ素キャリア基板を化合物半導体に接合するのに先立っ
て、炭化ケイ素キャリア基板上にコーティングされることができる。例えば、炭化ケイ素
は１マイクロメートルの波長の光を吸収しないが、ポリシリコンは吸収する。従って、１
マイクロメートルの波長の光を炭化ケイ素キャリア基板を通じて導き、そして、この光を
ポリシリコン層によって光を吸収させることで、後述するように、炭化ケイ素キャリア基
板の分離を生じさせることが可能である。
【００１６】
　炭化ケイ素キャリア基板は、１００マイクロメートルから２０００マイクロメートルの
範囲内の厚さを有し得る。炭化ケイ素キャリア基板の厚さは、この製造方法において後に
リフトオフ手順で使用されるレーザ光のコヒーレンス長よりも大きくなければならない。
見出されたことには、レーザ光のコヒーレンス長が炭化ケイ素キャリア基板の厚さよりも
長い場合、炭化ケイ素キャリア基板の滑らかで完全なリフトオフが達成されない。これま
た留意されたいことには、ここに記載される製造方法は、大口径の炭化ケイ素キャリア基
板の滑らかで完全なリフトオフが可能である。例えば、炭化ケイ素キャリア基板は、少な
くとも５０ｍｍ、８０ｍｍ、１００ｍｍ、１２０ｍｍ、１４０ｍｍ、又は１５０ｍｍの直
径を有し得る。
【００１７】
　図１に例示するステップ（ｉｉｉ）にて、ネイティブ炭化ケイ素成長基板１０が除去さ
れる。１つの可能性によれば、ネイティブ炭化ケイ素成長基板１０は、ネイティブ炭化ケ
イ素成長基板１０の大部分を機械的にラッピング（粗研磨）又はポリッシング（研磨）す
ることと、ネイティブ炭化ケイ素成長基板の残部をドライエッチングすることと、を有す
る二段階プロセスを用いて除去される。複合ウエハはプロセスのこの段階において依然と
して平坦な構成にあるので、反りは重大な問題でなく、故に、ネイティブ炭化ケイ素基板
は、斯くして従来からの処理ステップを用いて除去されることができる。複合基板の有意
な反りが炭化ケイ素キャリア基板の除去を特に問題あるものとするのは、後に、ＣＶＤダ
イヤモンド成長後のみである。
【００１８】
　ネイティブ炭化ケイ素成長基板１０の除去後、化合物半導体エピ層構造の下面が露出さ
れる。しかしながら、露出された表面に薄いネイティブ歪み整合層が残存しており、有利
にはこれらも除去される。これらの層は非常に薄いので、これらネイティブ歪み整合層及
びオプションでエピ層構造内のネイティブバッファ層の一部を、化合物半導体エピ層構造
の活性領域を損傷することなく除去するには、この段階で注意深い処理が必要とされる。
【００１９】
　清浄で平坦で低ラフネスの、化合物半導体エピ層構造１２の露出した下面が達成される
と、その上に、図１（ｉｖ）に例示するように、ダイヤモンド成長に適した核生成層１８
が設けられる。核生成層１８は、ナノ結晶ダイヤモンド、炭化ケイ素、シリコン、窒化ケ
イ素、二酸化ケイ素、窒化アルミニウム、酸化マグネシウム、窒化ホウ素、又は酸化ベリ
リウムのうちの１つ以上を有し得る。核生成層１８はまた、ダイヤモンド成長に先立って
ダイヤモンド粉末で種付けされ得る。核生成層は、ダイヤモンド成長中に化合物半導体を
保護するように機能するとともに、ダイヤモンド成長に好適な表面を提供する。しかしな
がら、この層は、後続の製造ステップにおいて構造体にダイヤモンド熱拡散層を一体化す
ることの利益を減じてしまう熱障壁をもたらすので、非常に薄く（例えば、５０ｎｍ未満
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の厚さ）にされるべきである。
【００２０】
　図１に例示するステップ（ｖ）にて、核生成層１８上に多結晶の化学気相成長（ＣＶＤ
）されたダイヤモンド２０が成長されて、複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素
ウエハが形成される。効率的な熱拡散のために、比較的厚くて高熱伝導の多結晶ＣＶＤダ
イヤモンドの層が設けられ得る。例えば、多結晶ＣＶＤダイヤモンドは、少なくとも５０
マイクロメートル、１００マイクロメートル、１５０マイクロメートル、２００マイクロ
メートル、又は３００マイクロメートルの厚さまで成長され得る。しかしながら、炭化ケ
イ素とダイヤモンド材料との間の熱膨張係数の差に起因して、得られるダイヤモンド－化
合物半導体－炭化ケイ素ウエハは有意に反る。これは、後述するように最終的なダイヤモ
ンド・オン・半導体ウエハを達成するために必要とされる炭化ケイ素キャリア基板の除去
まで来た時に問題となる。
【００２１】
　ダイヤモンド成長の後、化合物半導体・オン・ダイヤモンドを自立ウエハとして残すよ
うに、炭化ケイ素基板を除去する必要がある。しかしながら、炭化ケイ素は、湿式又は乾
式の何れの化学プロセスによっても容易にエッチングされることができないため、除去す
ることが困難である。さらに、ＳｉＣウエハの反りがその厚さを超えているため、これは
ラッピング又はポリッシングによってでも容易に除去されることができない。レーザを、
炭化ケイ素と化合物半導体との間の中間層で吸収されるように、炭化ケイ素基板を介して
投じることによって、炭化ケイ素キャリア基板にレーザリフトオフ技術を使用することが
提案されている。しかしながら、これは問題となることが見出された。何故なら、ダイヤ
モンド－炭化ケイ素の系の中に築き上げられる応力（温度にわたってのＣＴＥの差によっ
て引き起こされる）が、レーザリフトオフプロセス中にウエハを爆発させるからである。
【００２２】
　本発明者は、今や、レーザリフトオフプロセス中のウエハの割れ及び破断を回避するレ
ーザリフトオフプロセスの具体的な実行法を見出した。この方法においては、図１（ｖｉ
）に例示するように、核生成層１８を介して多結晶ＣＶＤダイヤモンド２０に接合された
化合物半導体１２を有する層状構造を達成するように、炭化ケイ素キャリア基板１６が除
去される。この除去ステップは、
　複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハを少なくとも１００℃の温度（例
えば、少なくとも１５０℃、２００℃、３００℃、４００℃、又は４５０℃）まで加熱し
、
　炭化ケイ素キャリア基板の厚さよりも短いコヒーレンス長を持つレーザ光を、炭化ケイ
素キャリア基板１６を通じて導き、該レーザ光がレーザ吸収材料１４によって吸収され、
そして
　レーザ光への曝露後に複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウエハを冷却して
、化合物半導体１２からの炭化ケイ素キャリア基板１６の分離を生じさせる、
　ことを有する。
【００２３】
　見出されたことには、ウエハを適度なレベルまで加熱し、そして、短コヒーレンス長の
レーザを使用することにより、ダイヤモンド－半導体ウエハを破砕することなく、大面積
の炭化ケイ素キャリアウエハの綺麗で完全な分離を達成することが可能である。故に、炭
化ケイ素キャリア基板の厚さよりも短いコヒーレンス長を有するレーザを選択し、そして
、基板を１５０℃、２００℃、３００℃、４００℃、又は４５０℃よりも高い温度まで加
熱することが必要とされる。
【００２４】
　より長いコヒーレンス長のレーザが利用される場合、ウエハは、分離された領域と分離
されていない領域とのパターンを発現させる。そのようなプロセスの結果は、分離プロセ
ス中に複合ウエハが割れることである。さらに、これまた見出されたことには、分離プロ
セスが室温で行われる場合、分離はかなりの量の内在エネルギーの放出を伴う。このエネ
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ケイ素キャリアに付着したままになることを生じさせる。炭化ケイ素からのダイヤモンド
／半導体のゆっくりした解放を可能にするために、ダイヤモンド及び炭化ケイ素の双方が
レーザリフトオフプロセス中に例えば２００℃よりも高い温度まで加熱され、そして、ウ
エハ全体がレーザに曝された後に、ウエハ全体が冷却されることで、滑らかで一様な分離
が生み出される。
【００２５】
　レーザリフトオフステップにおいて、複合ダイヤモンド－化合物半導体－炭化ケイ素ウ
エハは、少なくとも１００℃、１５０℃、２００℃、３００℃、４００℃、又は４５０℃
、且つ／或いは、６５０℃、６００℃、又は５５０℃以下、且つ／或いは、これらの上限
値及び下限値の何らかの組合せによって定められる範囲内、の温度まで加熱され得る。こ
れをこのような低い温度で行うことができるという事実は驚くべきことである。何故なら
、炭化ケイ素・オン・ダイヤモンドウエハの反り測定が指し示すのは、ダイヤモンド・オ
ン・炭化ケイ素の反りを加熱によって２００マイクロメートル未満に抑えることは、６５
０℃超までウエハを加熱することを必要とするというものだからである。これに関して、
２００マイクロメートルという反りは、標準的なダイヤモンド・オン・シリコンウエハと
同じ応力レベルに達するのに必要とされる反りであるので、意味を帯びた数字である。こ
のように、１００℃と６５０℃との間の穏やかな加熱のみを用いて除去ステップを行うこ
とができるというのは驚くべきことである。
【００２６】
　レーザ光のコヒーレンス長は、１０マイクロメートルから４００マイクロメートルの範
囲内とし得る。また、レーザ光は、４００ｎｍから１２００ｎｍの範囲内の波長、及び／
又は１ナノ秒から１０００フェムト秒の範囲内のパルス幅を有し得る。これに関して留意
されたいことには、光源のコヒーレンス長Ｌｃは近似的に、関係：
　　Ｌｃ＝λ２／Δλ
によって与えられる。ここで、λは光の波長であり、Δλはスペクトル帯域幅である。ほ
ぼ変形制限されたパルスでは、コヒーレンス長とパルス幅は直接的にＬｃ≒ｃτによって
関係付けられる。例えば、１００ｆｓレーザパルスは、およそ３０μｍのコヒーレンス長
を有する。
【００２７】
　通常は、より長いコヒーレンス長のレーザの方が、大抵の用途にとっていっそう良好な
レーザであると考えられているので、この用途に短コヒーレンス長レーザが必要とされる
というのは驚くべきことである。この点において、より低品質のレーザの方がこの用途に
は良い。このようなレーザが、分離を実効せしめるために、冷却に先立ってレーザ吸収材
料の層全体がレーザ光に曝されるまで、炭化ケイ素キャリア基板の上で走査され得る。
【００２８】
　本方法は、炭化ケイ素基板をダイヤモンド基板に置き換えるように、多くの異なる種類
の半導体・オン・炭化ケイ素ウエハに適用され得る。例えば、化合物半導体は、窒化ガリ
ウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、及び窒化インジウムアルミニウム
ガリウムのうちの１つ以上を有し得る。
【００２９】
　実施形態を参照して本発明を具体的に示して説明してきたが、当業者には理解されるよ
うに、形態及び詳細における様々な変更が、添付の特許請求の範囲によって定められる本
発明の範囲を逸脱することなく為され得る。
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